
高病原性鳥インフルエンザ対策の徹底を！
今シーズンの発生事例をもとに、国の

疫学調査チームが注意すべき点をまとめ

ました。以下をチェックして、皆さんの

農場での発生防止対策を徹底しましょう。

早期発見、早期通報の徹底

韓国での発生

飼養衛生管理基準の遵守

•毎月チェックを行っている７項目の再確認

•野鳥及び野生動物対策（ネットや家きん舎の修繕）

•害虫やネズミ対策（粘着シートの設置）

感染予防対策

•家きん舎の周囲、農場周囲を消毒しましょう。

•農場の周囲に水鳥が飛来するような河川などがある

場合は、さらに対策を徹底しましょう。

早期発見・早期通報

•地域へ感染が広がらないようにするためには、早い段階で

まん延防止措置を行うことが重要です。異状が認められた

際は、すぐに管轄の家畜保健衛生所へ御相談ください。

県央家畜保健衛生所 TEL:028(689)1200 FAX:028(689)1279 （夜間・休日）090-7205-0895

県南家畜保健衛生所 TEL:0282(27)3611 FAX:0282(27)4144 （夜間・休日）090-7205-1402

県北家畜保健衛生所 TEL:0287(36)0314 FAX:0287(37)4825 （夜間・休日）090-7205-1826

家畜衛生情報 令和５年12月27日
栃木県農政部畜産振興課

消毒イメージ図

・家きんでの発生 ４県４事例

（佐賀県、茨城県、埼玉県、鹿児島県）

・野鳥での発生 20都道県76事例
・飼養鳥での発生 2県2事例（岐阜県、兵庫県）
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